別表第3(第8条関係)
部等
職
担任事務

市長の事務部局
技監
1　建設部、都市産業部(都市政策室及び開発指導室に限る。)及び環境部の所管事務に係る総合調整に関すること。

市長公室
理事
1　政策企画室に関すること。
2　安満遺跡芝生公園等に関すること。

総務部
危機管理監
1　危機管理その他総務室に関すること。


参事
1　行政事務の適正化に関すること。


主幹
1　行政事務の適正化に関すること。


副主幹
1　行政事務の適正化に関すること。


主査
1　行政事務の適正化に関すること。

保健福祉部
理事
1　部(保健所を除く。)の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
2　保健所に関すること。


参事
1　生活福祉課に関すること。


副主幹
1　生活福祉課に関すること。


主査
1　生活福祉課に関すること。

都市産業部
理事
1　農林商工観光室に関すること。

環境部
理事
1　環境事業室に関すること。

